
【適時開示体制に係わる模式図】 
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(※1)上場子会社の開示情報については、その代表取締役又は情報取扱責任者より、当社の 

代表取締役社長又は情報取扱責任者が適宜、事前報告又は結果の報告を受けております。 

(※2)代表取締役社長が緊急な開示が必要と判断した会社情報については、取締役会への報告・

審議が事後となることがあります。(取締役会規則に基づく) 
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